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議
案
第
４
６
号

　
　
鳥
取
県
石
綿
健
康
被
害
防
止
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
石
綿
健
康
被
害
防
止
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、

本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
平
成
26
年
２
月
18
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
石
綿
健
康
被
害
防
止
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
石
綿
健
康
被
害
防
止
条
例
（
平
成
17
年
鳥
取
県
条
例
第
67
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

　
　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(１
)～
(６
)　
略

(７
)　
薬
事
法
（
昭
和
35
年
法
律
第
14
5号
）
第
76
条
の
４
の
規
定
に
違

反
し
て
、
同
法
第
２
条
第
14
項
に
規
定
す
る
指
定
薬
物
を
製
造
し
、
輸

入
し
、
販
売
し
、
若
し
く
は
授
与
す
る
行
為
又
は
同
項
に
規
定
す
る
指

定
薬
物
を
所
持
す
る
行
為
（
販
売
又
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
又
は

陳
列
す
る
行
為
に
限
る
。
）

(８
)・
(９
)　
略

(１
)～
(６
)　
略

(７
)　
薬
事
法
（
昭
和
35
年
法
律
第
14
5号
）
第
76
条
の
４
の
規
定
に
違

反
す
る
行
為

(８
)・
(９
)　
略
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目
次

　
第
１
章
・
第
２
章
　
略

　
第
３
章
　
解
体
等
作
業
の
事
前
調
査
（
第
６
条
の
２
―
第
６
条
の
５
）

　
第
４
章
～
第
６
章
　
略

　
附
則

（
定
義
）

第
２
条
　
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
(１
)～
(４
)　
略

　
(５
)　
石
綿
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
　
石
綿
含
有
材
料
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る

建
築
物
等
に
係
る
解
体
等
作
業
の
う
ち
、
大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
43
年

法
律
第
97
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第
12
項
に
規
定
す
る

特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
（
以
下
「
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
」
と
い

う
。
）
に
該
当
し
な
い
も
の
を
い
う
。

　
(６
)　
作
業
基
準
　
石
綿
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
に
伴
う
石
綿
の
粉
じ
ん
の
大

気
中
へ
の
排
出
又
は
飛
散
を
防
止
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
規
則
で
定
め

る
も
の
を
い
う
。

　
(７
)　
発
注
者
等
　
発
注
者
（
建
設
工
事
（
他
の
者
か
ら
請
け
負
っ
た
も
の

目
次

　
第
１
章
・
第
２
章
　
略

　
第
３
章
　
解
体
等
作
業
の
事
前
調
査
（
第
６
条
の
２
―
第
６
条
の
４
）

　
第
４
章
～
第
６
章
　
略

　
附
則

（
定
義
）

第
２
条
　
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
(１
)～
(４
)　
略

　
(５
)　
石
綿
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
　
石
綿
含
有
材
料
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る

建
築
物
等
に
係
る
解
体
等
作
業
の
う
ち
、
大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
43
年

法
律
第
97
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第
12
項
に
規
定
す
る
特

定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
に
該
当
し
な
い
も
の
を
い
う
。

　
(６
)　
飛
散
等
防
止
基
準
　
石
綿
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
に
伴
う
石
綿
の
粉
じ

ん
の
大
気
中
へ
の
排
出
又
は
飛
散
を
防
止
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
規
則

で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
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（
事
前
調
査
の
実
施
）

第
６
条
の
２
　
解
体
等
作
業
を
伴
う
建
設
工
事
（
以
下
「
解
体
等
工
事
」
と
い

う
。
）
を
施
工
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当

該
解
体
等
工
事
に
係
る
建
築
物
等
に
お
け
る
石
綿
含
有
材
料
等
の
使
用
の
有

無
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
目
視
、
設
計
図
書
の
確
認
、
材
料
の
分
析
等
に

よ
り
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
略

を
除
く
。
）
の
注
文
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
建
設
工
事
を
請
負

契
約
に
よ
ら
な
い
で
自
ら
施
工
す
る
者
を
い
う
。

（
事
前
調
査
の
実
施
）

第
６
条
の
２
　
解
体
等
作
業
を
伴
う
建
設
工
事
（
以
下
「
解
体
等
工
事
」
と
い

う
。
）
を
施
工
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当

該
解
体
等
工
事
に
係
る
建
築
物
等
に
お
け
る
石
綿
含
有
材
料
等
の
使
用
の
有

無
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
目
視
、
設
計
図
書
の
確
認
、
材
料
の
分
析
等
に

よ
る
調
査
を
行
い
、
当
該
調
査
（
法
第
18
条
の
17
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
調

査
を
含
む
。
）
の
結
果
を
記
録
し
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
略

３
　
解
体
等
工
事
の
発
注
者
は
、
当
該
解
体
等
工
事
を
施
工
し
よ
う
と
す
る
者

が
行
う
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
要
す
る
費
用
を
適
正
に
負
担
す
る
こ

と
そ
の
他
当
該
調
査
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
調

査
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
前
調
査
結
果
の
説
明
等
）

第
６
条
の
３
　
解
体
等
工
事
（
他
の
者
か
ら
請
け
負
っ
た
も
の
に
限
る
。
）
を

施
工
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
解
体
等

目
次

　
第
１
章
・
第
２
章
　
略

　
第
３
章
　
解
体
等
作
業
の
事
前
調
査
（
第
６
条
の
２
―
第
６
条
の
５
）

　
第
４
章
～
第
６
章
　
略

　
附
則

（
定
義
）

第
２
条
　
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
(１
)～
(４
)　
略

　
(５
)　
石
綿
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
　
石
綿
含
有
材
料
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る

建
築
物
等
に
係
る
解
体
等
作
業
の
う
ち
、
大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
43
年

法
律
第
97
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第
12
項
に
規
定
す
る

特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
（
以
下
「
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
」
と
い

う
。
）
に
該
当
し
な
い
も
の
を
い
う
。

　
(６
)　
作
業
基
準
　
石
綿
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
に
伴
う
石
綿
の
粉
じ
ん
の
大

気
中
へ
の
排
出
又
は
飛
散
を
防
止
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
規
則
で
定
め

る
も
の
を
い
う
。

　
(７
)　
発
注
者
等
　
発
注
者
（
建
設
工
事
（
他
の
者
か
ら
請
け
負
っ
た
も
の

目
次

　
第
１
章
・
第
２
章
　
略

　
第
３
章
　
解
体
等
作
業
の
事
前
調
査
（
第
６
条
の
２
―
第
６
条
の
４
）

　
第
４
章
～
第
６
章
　
略

　
附
則

（
定
義
）

第
２
条
　
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
(１
)～
(４
)　
略

　
(５
)　
石
綿
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
　
石
綿
含
有
材
料
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る

建
築
物
等
に
係
る
解
体
等
作
業
の
う
ち
、
大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
43
年

法
律
第
97
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第
12
項
に
規
定
す
る
特

定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
に
該
当
し
な
い
も
の
を
い
う
。

　
(６
)　
飛
散
等
防
止
基
準
　
石
綿
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
に
伴
う
石
綿
の
粉
じ

ん
の
大
気
中
へ
の
排
出
又
は
飛
散
を
防
止
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
規
則

で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
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（
事
前
調
査
結
果
の
報
告
）

第
６
条
の
３
　
吹
付
け
石
綿
が
使
用
さ
れ
て
い
る
可
能
性
の
高
い
建
築
物
等
と

し
て
規
則
で
定
め
る
も
の
を
解
体
す
る
作
業
を
伴
う
建
設
工
事
（
以
下
「
報

告
対
象
工
事
」
と
い
う
。
）
を
施
工
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
作
業
の
開

工
事
の
発
注
者
に
対
し
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
結
果
に
つ
い

て
、
規
則
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
て
説
明
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
解
体
等
工
事
が
次
に
掲
げ
る
工
事

に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
事
項
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
事

項
を
書
面
に
記
載
し
て
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
(１
)　
次
条
第
１
項
に
規
定
す
る
報
告
対
象
工
事
　
同
項
第
３
号
か
ら
第
５

号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

　
(２
)　
第
７
条
第
１
項
に
規
定
す
る
届
出
対
象
工
事
　
同
項
第
４
号
か
ら
第

７
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

２
　
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
行
っ
た
者
は
、
当
該
調
査
に
係
る
解

体
等
工
事
を
施
工
す
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
調

査
の
結
果
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
事
項
を
、
当
該
解
体
等
工
事
の
場
所
に
お

い
て
公
衆
に
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
前
調
査
結
果
の
報
告
）

第
６
条
の
４
　
吹
付
け
石
綿
が
使
用
さ
れ
て
い
る
可
能
性
の
高
い
建
築
物
等
と

し
て
規
則
で
定
め
る
も
の
を
解
体
す
る
作
業
を
伴
う
建
設
工
事
（
以
下
「
報

告
対
象
工
事
」
と
い
う
。
）
の
発
注
者
等
は
、
当
該
作
業
の
開
始
の
日
の
14
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始
の
日
の
14
日
前
ま
で
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
非
常

の
事
態
の
発
生
に
よ
り
当
該
作
業
を
緊
急
に
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

　
(１
)　
略

　
(２
)　
略

　
(３
)　
略

　
(４
)　
吹
付
け
石
綿
に
係
る
前
条
の
規
定
に
よ
り
実
施
し
た
調
査
の
方
法
及

び
結
果

　
(５
)　
略

２
　
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
報
告
対
象
工
事
を
施
工
す
る
者

は
、
速
や
か
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３
　
略

（
解
体
等
作
業
の
一
時
停
止
等
）

第
６
条
の
４
　
知
事
は
、
第
６
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
存
又

日
前
ま
で
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
知
事

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
非
常
の
事
態
の
発

生
に
よ
り
当
該
作
業
を
緊
急
に
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

　
(１
)　
略

　
(２
)　
報
告
対
象
工
事
を
施
工
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に

法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

　
(３
)　
略

　
(４
)　
略

　
(５
)　
吹
付
け
石
綿
に
係
る
第
６
条
の
２
第
１
項
又
は
法
第
18
条
の
17
第
１

項
の
規
定
に
よ
り
実
施
し
た
調
査
の
方
法
及
び
結
果

　
(６
)　
略

２
　
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
報
告
対
象
工
事
の
発
注
者
等

は
、
速
や
か
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３
　
略

（
解
体
等
作
業
の
一
時
停
止
等
）

第
６
条
の
５
　
知
事
は
、
第
６
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
存
又
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は
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
行
わ
な
い
で
解
体
等
工
事
が
施
工
さ

れ
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
解
体
等
工
事
を
施
工
す
る
者
に
対
し
、
期
限

を
定
め
て
、
解
体
等
作
業
を
一
時
停
止
し
、
第
６
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に

よ
る
調
査
の
結
果
を
知
事
に
報
告
す
る
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
勧
告
を
受
け
た
者
が
当
該
勧
告
に
従
わ
な

い
で
解
体
等
作
業
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
期
限
を
定
め
て
、
当
該
解
体
等

作
業
を
一
時
停
止
し
、
第
６
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
結
果
を

知
事
に
報
告
す
る
よ
う
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
略

（
石
綿
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
の
実
施
の
届
出
）

第
７
条
　
石
綿
の
粉
じ
ん
が
大
気
中
に
排
出
さ
れ
、
又
は
飛
散
す
る
お
そ
れ
が

高
い
石
綿
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の
を
伴
う
建
設
工

事
（
以
下
「
届
出
対
象
工
事
」
と
い
う
。
）
を
施
工
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

石
綿
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
の
開
始
の
日
の
14
日
前
ま
で
に
、
規
則
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
非
常
の
事
態
の
発
生
に
よ
り
石
綿
粉
じ
ん
排
出

は
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
行
わ
な
い
で
解
体
等
工
事
が
施
工
さ

れ
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
解
体
等
工
事
を
施
工
す
る
者
に
対
し
、
期
限

を
定
め
て
、
解
体
等
作
業
を
一
時
停
止
し
、
第
６
条
の
２
第
１
項
又
は
法
第

18
条
の
17
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
結
果
を
知
事
に
報
告
す
る
よ
う
勧

告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
勧
告
を
受
け
た
者
が
当
該
勧
告
に
従
わ
な

い
で
解
体
等
作
業
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
期
限
を
定
め
て
、
当
該
解
体
等

作
業
を
一
時
停
止
し
、
第
６
条
の
２
第
１
項
又
は
法
第
18
条
の
17
第
１
項
の

規
定
に
よ
る
調
査
の
結
果
を
知
事
に
報
告
す
る
よ
う
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る
。

３
　
略

（
石
綿
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
の
実
施
の
届
出
）

第
７
条
　
石
綿
の
粉
じ
ん
が
大
気
中
に
排
出
さ
れ
、
又
は
飛
散
す
る
お
そ
れ
が

高
い
石
綿
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の
を
伴
う
建
設
工

事
（
以
下
「
届
出
対
象
工
事
」
と
い
う
。
）
の
発
注
者
等
は
、
石
綿
粉
じ
ん

排
出
等
作
業
の
開
始
の
日
の
14
日
前
ま
で
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

災
害
そ
の
他
非
常
の
事
態
の
発
生
に
よ
り
石
綿
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
を
緊
急
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等
作
業
を
緊
急
に
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
(１
)　
略

　
(２
)　
略

　
(３
)　
略

　
(４
)　
略

　
(５
)　
略

　
(６
)　
略

　
(７
)　
略

２
　
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
対
象
工
事
を
施
工
す
る
者

は
、
速
や
か
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３
　
略

４
　
知
事
は
、
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お

い
て
、
当
該
届
出
の
内
容
が
飛
散
等
防
止
基
準
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
と

き
は
、
当
該
届
出
を
し
た
者
に
対
し
、
当
該
届
出
の
内
容
を
飛
散
等
防
止
基

準
に
適
合
す
る
も
の
に
変
更
す
る
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
(１
)　
略

　
(２
)　
届
出
対
象
工
事
を
施
工
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に

法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

　
(３
)　
略

　
(４
)　
略

　
(５
)　
略

　
(６
)　
略

　
(７
)　
略

　
(８
)　
略

２
　
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
対
象
工
事
の
発
注
者
等

は
、
速
や
か
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３
　
略

４
　
知
事
は
、
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お

い
て
、
当
該
届
出
の
内
容
が
作
業
基
準
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
届
出
を
し
た
者
に
対
し
、
当
該
届
出
の
内
容
を
作
業
基
準
に
適
合
す
る

も
の
に
変
更
す
る
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
基
準
遵
守
義
務
）

第
７
条
の
２
　
石
綿
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
を
伴
う
建
設
工
事
（
以
下
「
特
定
工

事
」
と
い
う
。
）
を
施
工
す
る
者
は
、
当
該
石
綿
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
に
つ

い
て
、
飛
散
等
防
止
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
改
善
命
令
等
）

第
８
条
　
知
事
は
、
特
定
工
事
の
施
工
に
伴
う
石
綿
の
粉
じ
ん
の
処
理
又
は
飛

散
の
防
止
の
方
法
が
飛
散
等
防
止
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き

は
、
特
定
工
事
を
施
工
す
る
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
当
該
石
綿
粉
じ

ん
排
出
等
作
業
に
伴
う
石
綿
の
粉
じ
ん
の
処
理
若
し
く
は
飛
散
の
防
止
の
方

法
の
改
善
を
勧
告
し
、
又
は
当
該
石
綿
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
の
一
時
停
止
を

勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３
　
略

（
注
文
者
の
配
慮
）

第
９
条
　
特
定
工
事
の
注
文
者
は
、
当
該
特
定
工
事
を
施
工
す
る
者
に
対
し
、

施
工
方
法
、
工
期
等
に
つ
い
て
、
飛
散
等
防
止
基
準
の
遵
守
を
妨
げ
る
お
そ

れ
の
あ
る
条
件
を
付
さ
な
い
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
基
準
遵
守
義
務
）

第
７
条
の
２
　
石
綿
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
を
伴
う
建
設
工
事
（
以
下
「
特
定
工

事
」
と
い
う
。
）
を
施
工
す
る
者
は
、
当
該
石
綿
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
に
つ

い
て
、
作
業
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
改
善
命
令
等
）

第
８
条
　
知
事
は
、
特
定
工
事
の
施
工
に
伴
う
石
綿
の
粉
じ
ん
の
処
理
又
は
飛

散
の
防
止
の
方
法
が
作
業
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
特

定
工
事
を
施
工
す
る
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
当
該
石
綿
粉
じ
ん
排
出

等
作
業
に
伴
う
石
綿
の
粉
じ
ん
の
処
理
若
し
く
は
飛
散
の
防
止
の
方
法
の
改

善
を
勧
告
し
、
又
は
当
該
石
綿
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
の
一
時
停
止
を
勧
告
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３
　
略

（
発
注
者
の
配
慮
）

第
９
条
　
特
定
工
事
の
発
注
者
は
、
当
該
特
定
工
事
を
施
工
す
る
者
に
対
し
、

施
工
方
法
、
工
期
、
工
事
費
そ
の
他
当
該
特
定
工
事
の
請
負
契
約
に
関
す
る

事
項
に
つ
い
て
、
作
業
基
準
の
遵
守
を
妨
げ
る
お
そ
れ
の
あ
る
条
件
を
付
さ

な
い
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
処
理
予
定
量
等
の
届
出
等
）

第
10
条
　
第
７
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
又
は
法
第
18
条
の
15
第
１
項
若
し

く
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
う
者
は
、
こ
れ
ら
の
届
出
に
併
せ

て
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
届
出
対
象
工
事
又
は
同
条
第
１
項

に
規
定
す
る
特
定
工
事
に
伴
い
廃
棄
物
と
し
て
処
理
さ
れ
る
石
綿
含
有
材
料

等
の
種
類
、
処
理
量
及
び
処
理
の
方
法
（
処
理
を
委
託
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
相
手
方
の
名
称
、
所
在
地
等
を
含
む
。
）
を
知
事
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
石
綿
含
有
材
料
等
の
処
理
が
終

了
す
る
都
度
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
処
理
の
状
況
に
関
す

る
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
通
報
）

（
処
理
予
定
量
等
の
届
出
等
）

第
10
条
　
届
出
対
象
工
事
又
は
法
第
18
条
の
15
第
１
項
に
規
定
す
る
特
定
工
事

（
以
下
「
届
出
対
象
工
事
等
」
と
い
う
。
）
を
施
工
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

届
出
対
象
工
事
等
の
開
始
の
日
の
14
日
前
ま
で
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
届
出
対
象
工
事
等
に
伴
い
廃
棄
物
と
し
て
処
理
さ
れ
る
石
綿
含
有

材
料
等
の
種
類
、
処
理
量
及
び
処
理
の
方
法
（
処
理
を
委
託
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
相
手
方
の
名
称
、
所
在
地
等
を
含
む
。
）
を
知
事
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
非
常
の
事
態
の
発
生
に
よ

り
届
出
対
象
工
事
等
を
緊
急
に
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

２
　
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
対
象
工
事
等
を
施
工
す
る

者
は
、
速
や
か
に
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３
　
前
２
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
石
綿
含
有
材
料
等
の
処
理
が

終
了
す
る
都
度
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
処
理
の
状
況
に
関

す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
通
報
）
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第
10
条
の
２
　
次
に
掲
げ
る
事
実
を
知
っ
た
者
は
、
そ
の
旨
を
知
事
に
通
報
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
(１
)　
第
６
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
結
果
の
記
録
の
保
存
を

行
わ
な
い
で
解
体
等
工
事
を
施
工
し
て
い
る
こ
と
。

　
(２
)　
第
６
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
行
わ
な
い
で
報
告
対
象

工
事
を
施
工
し
て
い
る
こ
と
。

　
(３
)　
第
７
条
第
１
項
又
は
法
第
18
条
の
15
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

行
わ
な
い
で
届
出
対
象
工
事
又
は
同
項
に
規
定
す
る
特
定
工
事
を
施
工
し

て
い
る
こ
と
。

　
(４
)　
飛
散
等
防
止
基
準
を
遵
守
せ
ず
に
石
綿
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
を
実
施

し
、
又
は
法
第
18
条
の
14
に
規
定
す
る
作
業
基
準
を
遵
守
せ
ず
に
法
第
２

条
第
12
項
に
規
定
す
る
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
を
実
施
し
て
い
る
こ

と
。

（
立
入
検
査
等
）

第
11
条
　
知
事
は
、
法
第
26
条
第
１
項
の
規
定
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ

か
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
建
築
物
等
の
所
有
者
等
若
し
く
は
解
体
等

工
事
を
施
工
す
る
者
に
対
し
、
必
要
な
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
求

め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
建
築
物
等
若
し
く
は
解
体
等
工
事
の
場
所
に
立
ち

第
10
条
の
２
　
次
に
掲
げ
る
事
実
を
知
っ
た
者
は
、
そ
の
旨
を
知
事
に
通
報
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
(１
)　
第
６
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
結
果
の
記
録
の
保
存
が

行
わ
れ
ず
に
解
体
等
工
事
が
施
工
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
(２
)　
第
６
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
が
行
わ
れ
ず
に
報
告
対
象

工
事
が
施
工
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
(３
)　
第
７
条
第
１
項
又
は
法
第
18
条
の
15
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

行
わ
れ
ず
に
届
出
対
象
工
事
等
が
施
工
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
(４
)　
作
業
基
準
を
遵
守
せ
ず
に
石
綿
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
が
実
施
さ
れ
、

又
は
法
第
18
条
の
14
に
規
定
す
る
作
業
基
準
を
遵
守
せ
ず
に
特
定
粉
じ
ん

排
出
等
作
業
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
立
入
検
査
等
）

第
11
条
　
知
事
は
、
法
第
26
条
第
１
項
の
規
定
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ

か
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
建
築
物
等
の
所
有
者
等
、
解
体
等
工
事
の
発

注
者
若
し
く
は
解
体
等
工
事
を
施
工
す
る
者
に
対
し
、
必
要
な
報
告
若
し
く

は
資
料
の
提
出
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
建
築
物
等
若
し
く
は
解
体
等



197

入
り
、
そ
の
建
築
物
等
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

　
(１
)　
次
に
掲
げ
る
報
告
等
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
石
綿
の
飛
散
等
に

伴
う
健
康
被
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。

　
　
ア
　
第
６
条
の
３
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

　
　
イ
　
略

　
　
ウ
　
第
10
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ

る
報
告

　
　
エ
　
略

　
(２
)　
第
６
条
第
２
項
、
第
６
条
の
４
第
１
項
、
第
７
条
第
４
項
若
し
く
は

第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
又
は
第
６
条
の
４
第
２
項
若
し
く
は

第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
。

　
(３
)　
略

２
・
３
　
略

（
弁
明
の
機
会
の
付
与
）

第
13
条
　
知
事
は
、
第
６
条
第
３
項
、
第
６
条
の
４
第
３
項
又
は
第
８
条
第
３

項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
第
６
条
第

工
事
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
建
築
物
等
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
(１
)　
次
に
掲
げ
る
報
告
等
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
石
綿
の
飛
散
等
に

伴
う
健
康
被
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。

　
　
ア
　
第
６
条
の
４
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

　
　
イ
　
略

　
　
ウ
　
第
10
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
同
条
第

３
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

　
　
エ
　
略

　
(２
)　
第
６
条
第
２
項
、
第
６
条
の
５
第
１
項
、
第
７
条
第
４
項
若
し
く
は

第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
又
は
第
６
条
の
５
第
２
項
若
し
く
は

第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
。

　
(３
)　
略

２
・
３
　
略

（
弁
明
の
機
会
の
付
与
）

第
13
条
　
知
事
は
、
第
６
条
第
３
項
、
第
６
条
の
５
第
３
項
又
は
第
８
条
第
３

項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
第
６
条
第



198

　
　
　
附
　
則

２
項
、
第
６
条
の
４
第
１
項
若
し
く
は
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告

又
は
第
６
条
の
４
第
２
項
若
し
く
は
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を

受
け
た
者
に
対
し
、
弁
明
の
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
17
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
10
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
。

　
(１
)　
第
６
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報

告
を
し
た
者

　
(２
)　
第
６
条
の
４
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

　
(３
)・
(４
)　
略

第
19
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
５
万
円
以
下
の
過
料
に

処
す
る
。

　
(１
)　
第
６
条
の
３
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報

告
を
し
た
者

　
(２
)　
略

２
項
、
第
６
条
の
５
第
１
項
若
し
く
は
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告

又
は
第
６
条
の
５
第
２
項
若
し
く
は
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を

受
け
た
者
に
対
し
、
弁
明
の
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
17
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
10
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
。

　
(１
)　
第
６
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報

告
を
し
た
者

　
(２
)　
第
６
条
の
５
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

　
(３
)・
(４
)　
略

第
19
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
５
万
円
以
下
の
過
料
に

処
す
る
。

　
(１
)　
第
６
条
の
４
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報

告
を
し
た
者

　
(２
)　
略
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（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
大
気
汚
染
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
25
年
法
律
第
58
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
改
正
前
の
鳥
取
県
石
綿
健
康
被
害
防
止
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
第
６
条
の
３
第
１

項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
が
さ
れ
た
建
設
工
事
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
鳥
取
県
石
綿
健
康
被
害
防
止
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
６
条
の

３
第
１
項
第
１
号
及
び
第
６
条
の
４
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３
　
施
行
日
前
に
旧
条
例
第
７
条
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
建
設
工
事
に
つ
い
て
は
、
新
条
例
第
６
条
の
３
及
び
第
７
条
の
規
定
は
、
適
用

し
な
い
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

４
　
施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


